
装官会第５７号

２７．１０．１

一部改正 装官会第４４７０号

２９．３．３１

一部改正 装官会第５９２２号

２９．４．２７

一部改正 装官会第４３３９号

３０．３．３０

一部改正 装官会第２６６２号

令和元年６月２４日

一部改正 装官会第９２８４号

令和２年７月１日

一部改正 装官会第１７７１０号

令和２年１２月２４日

一部改正 装官総第４８０４号

令和３年３月３１日

一部改正 装官会第６７３０号

長 官 官 房 総 務 官 令和３年４月２６日

長 官 官 房 人 事 官 一部改正 装官総第１２３０５号

長 官 官 房 会 計 官 令和３年８月２７日

長官官房監察監査・評価官 殿 一部改正 装官会第１７７６４号

長官官房各装備開発官 令和６年９月２７日

長 官 官 房 艦 船 設 計 官

各 部 長

施 設 等 機 関 の 長

防衛装備庁長官

（公印省略）

防衛装備庁における会計機関の使用する公印について（通達）

標記について、別紙のとおり定めたので通達する。

添付書類：別紙



別紙

防衛装備庁における会計機関の使用する公印について

第１ 目的

この通達は、防衛省における会計機関の使用する公印等に関する訓令（平成１

９年防衛省訓令第７０号）第１１条の規定に基づき、防衛装備庁における会計機

関の使用する公印の形式、届出手続及び保管等について必要な事項を定めること

を目的とする。

第２ 公印の形式

公印の刻字は、別表に掲げるとおりとする。

第３ 作成、改刻又は廃止の届け出

公印を作成、改刻又は廃止したときは、内部部局にあっては会計機関の職にあ

る者又はその者の補助者として公印の保管を命ぜられた者が属する課長若しくは

これに準ずる者が、施設等機関にあっては当該会計機関の長が、遅滞なく別記様

式第１又は別記様式第２により、防衛装備庁長官（長官官房会計官気付）に届出

なければならない。なお、改刻と同時に旧印を廃止する場合は、廃止の届出は行

わないものとする。

第４ 公印の登録

１ 長官官房会計官（以下「会計官」という。）は、別記様式第３による公印登

録簿を備えるものとする。

２ 会計官は、第３に規定する届出があった場合には、前号に定める公印登録簿

に登録又は登録抹消をするものとする。

第５ 保管

公印は、会計機関の職にある者又はその者の補助者として公印の保管を命ぜら

れた者が、金庫その他確実なところに格納し、施錠の上、厳重に保管しなければ

ならない。

第６ 保管責任者の通知

会計機関の職にある者は、公印の保管について補助者を指定した場合は、別記

様式第４により、防衛装備庁長官（長官官房会計官気付）に通知するものとする。



別表

公 印 の 刻 字

防衛装備庁支出負担行為担当官之印

防衛装備庁分任支出負担行為担当官之印

防衛装備庁支出負担行為認証官之印

防衛装備庁物品管理官之印

防衛装備庁官署支出官之印

防衛装備庁歳入徴収官之印

防衛装備庁収入官吏之印

防衛装備庁歳入歳出外現金出納官吏之印

防衛装備庁資金前渡官吏之印

防衛装備庁契約担当官之印

防衛装備庁政府保管有価証券取扱主任官之印

防衛装備庁ニューヨーク駐在資金前渡官吏之印

防衛装備庁ロスアンゼルス駐在資金前渡官吏之印

防衛装備庁ワシントン駐在資金前渡官吏之印

防衛装備庁デイトン駐在資金前渡官吏之印

防衛装備庁サンフランシスコ駐在資金前渡官吏之印

防衛装備庁分任物品管理官之印

防衛装備庁航空装備研究所分任支出負担行為担当官之印

防衛装備庁航空装備研究所契約担当官之印

防衛装備庁航空装備研究所資金前渡官吏之印

防衛装備庁航空装備研究所分任物品管理官之印

防衛装備庁航空装備研究所土浦支所分任物品管理官之印

防衛装備庁航空装備研究所新島支所分任物品管理官之印

防衛装備庁陸上装備研究所分任支出負担行為担当官之印

防衛装備庁陸上装備研究所契約担当官之印

防衛装備庁陸上装備研究所資金前渡官吏之印

防衛装備庁陸上装備研究所分任物品管理官之印

防衛装備庁艦艇装備研究所分任支出負担行為担当官之印

防衛装備庁艦艇装備研究所契約担当官之印

防衛装備庁艦艇装備研究所資金前渡官吏之印

防衛装備庁艦艇装備研究所分任物品管理官之印



公 印 の 刻 字

防衛装備庁艦艇装備研究所川崎支所分任物品管理官之印

防衛装備庁艦艇装備研究所岩国海洋環境試験評価サテライト分任物品管理官之印

防衛装備庁新世代装備研究所分任支出負担行為担当官之印

防衛装備庁新世代装備研究所契約担当官之印

防衛装備庁新世代装備研究所資金前渡官吏之印

防衛装備庁新世代装備研究所分任物品管理官之印

防衛装備庁新世代装備研究所飯岡支所分任物品管理官之印

防衛装備庁防衛イノベーション科学技術研究所分任支出負担行為担当官之印

防衛装備庁防衛イノベーション科学技術研究所契約担当官之印

防衛装備庁防衛イノベーション科学技術研究所資金前渡官吏之印

防衛装備庁防衛イノベーション科学技術研究所分任物品管理官之印

防衛装備庁千歳試験場分任支出負担行為担当官之印

防衛装備庁千歳試験場契約担当官之印

防衛装備庁千歳試験場資金前渡官吏之印

防衛装備庁千歳試験場分任物品管理官之印

防衛装備庁下北試験場分任支出負担行為担当官之印

防衛装備庁下北試験場契約担当官之印

防衛装備庁下北試験場資金前渡官吏之印

防衛装備庁下北試験場分任物品管理官之印

防衛装備庁岐阜試験場分任支出負担行為担当官之印

防衛装備庁岐阜試験場契約担当官之印

防衛装備庁岐阜試験場資金前渡官吏之印

防衛装備庁岐阜試験場分任物品管理官之印



別記様式第１

発 簡 番 号

発 簡 年 月 日

防衛装備庁長官 殿

（会計官気付）

職名

会計機関の公印の作成（改刻）について（届出）

○○○の公印を、下記の理由により作成（改刻）したので、別紙印影を

添えて届け出る。

記

別 紙：印影



（別 紙）

作成（改刻） 年 月 日

使 用 開 始 年 月 日

廃 止 年 月 日

登 録 年 月 日

注１：別紙は、日本産業規格Ａ列４番の強じんな薄い和紙を用い、公印１個につき１

枚とすること。

注２：改刻を届け出た場合は、旧印の廃止の届出は要しない。

防衛装備

庁○○○

○ 之 印

（印影）



別記様式第２

発 簡 番 号

発 簡 年 月 日

防衛装備庁長官 殿

（会計官気付）

職名

会計機関の公印の廃止について（届出）

○○○の公印を、下記の理由により廃止したので、届け出る。

記

１ 廃止する公印の印影又は名称

２ 廃止 年 月 日

３ 廃止の理由



別記様式第３

公印登録簿

作成する公印の刻印 保管所掌 材質 作成年月日 登録年月日 廃止年月日 備考



別記様式第４

発簡記号、番号

発 簡 年 月 日

防衛装備庁長官 殿

（会計官気付）

職名

公印の保管責任者の指定について（通知）

標記について、下記のとおり指定したので通知する。

記

公 印 名 ：

保管責任者

職 名 ：

氏 名 ：

注１：官職にて指定する場合は、氏名の記入は不要とする。


